
  令和８年度事業計画書 

 

特定非営利活動法人秋田花まるっグリーン・ツーリズム推進協議会 

１ 事業実施の方針 

  本県農山漁村を取り巻く諸問題に柔軟に対応し、グリーン・ツーリズム活動による持続可能な地域活性化を図る。訪問者は

もとより、会員同士や新たな担い手との「対話」と「交流」の場を多様な手法で創出し、持続可能なグリーン・ツーリズム及

び農泊の推進に取り組む。 

 

２ 事業の実施に関する事項 

（1）特定非営利活動に係る事業 

 

事業名 具体的な事業内容 

(Ａ)当該事業の実施予定日時 

(Ｂ)当該事業の実施予定場所 

(Ｃ)従事者の予定人数 

(Ｄ)受益対象者の範囲 

(Ｅ)予定人数 

事業費の予算額 

(単位：円) 
 

 

 

グリーン・ツーリ

ズム活動を通じた

農山漁村地域の活

性化に資する事業 

①グリーン・ツーリズム花まる

っ大学の開催を通じたグリー

ン・ツーリズムの指導・普及 

出張！グリーン・ツーリズム花

まるっ大学：6回 

(Ａ)6月～2月 

(Ｂ)県北・県央・県南各2ヶ所 

(Ｃ)1人 

(Ｄ)関心のある県民 

(Ｅ)30人 
771,000 

②グリーン・ツーリズム体験講

座（ここから秋田）の開催とサ

ークル活動への支援 

(Ａ)月1回(5月～翌年３月) 

(Ｂ)全県域 

(Ｃ)10人 

(Ｄ)関心のある県民 

(Ｅ)50人 
30,000 

③SNSを基本とした情報発信 

(Ａ)通年 

(Ｂ)インターネット上 

(Ｃ)2人 

(Ｄ)一般県民 

(Ｅ)不特定多数 
208,000 

④県からの委託事業 

(Ａ)5月～3月 

(Ｂ)全県域 

(Ｃ)2人 

(Ｄ)関心のある県民 

(Ｅ)不特定多数 
3,300,000 

アグリビジネス起

業支援に関する事

業 

①教育旅行への受入対応 

(Ａ)通年 

(Ｂ)全県域 

(Ｃ)1人 

(Ｄ)関心のある県民 

(Ｅ)不特定多数 

15,000 

②広域での教育旅行受入につ

いての検討 

(Ａ)通年 

(Ｂ)全県域 

(Ｃ)1人 

(Ｄ)関係者 

(Ｅ)不特定多数 

会員間の相互交流

に関する事業 
①会員交流会の開催 

(Ａ)6月 

(Ｂ)全県域 

(Ｃ)3人 

(Ｄ)会員 

(Ｅ)155会員 
20,000 

助言・政策提言に

関する事業 
①関連事業への助言・提案 

(Ａ)通年 

(Ｂ)県内 

(Ｃ)1人 

(Ｄ)一般県民 

(Ｅ)不特定多数 
25,000 

その他目的を達成

するための事業 
①会員倍増推進事業 

(Ａ)通年 

(Ｂ)全県域 

(Ｃ)1人 

(Ｄ)会員 

(Ｅ)152会員 
50,000 

事業費の予算額合計 4,419,000 

 



＜令和8年4月9日現在 会員数（予定）＞ 

正会員 98会員 

 グリーン・ツーリズムの受入に取り組む個人・団体・・・82 

  民宿・レストラン 57 

  体験受入      8 

  地域協議会        12 

    直売所         5 

 グリーン・ツーリズムの推進を支援する団体・・・・・・ 2 

 市町村・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13 

  県・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 

賛助会員 57会員 

 法人・団体・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8 

 個人・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・49 

                      合計 155会員 

 

【事業内容の説明】 

＜グリーン・ツーリズム活動を通じた農山漁村地域の活性化に資する事業＞ 

（１）グリーン・ツーリズム花まるっ大学を通じたグリーン・ツーリズムの指導・普及 

 １）出張！グリーン・ツーリズム花まるっ大学 

    少人数制で気軽に参加できる相談会を定期的に各地区に出向いて行う。参加人数に応じて、開業に関する講座（90分程度）を

都度開講する。 

    時期：６月・７月・８月・１２月・１月・２月の第３木曜日の午後 

    場所：県北・県央・県南各２か所ずつ 

  ２）相談業務：随時。 

  ３）専門家派遣の講師リスト作成 

 

（２）グリーン・ツーリズム体験講座（ここから秋田）の開催とサークル活動への支援 

  １）「ここから秋田」の定期開催 

    月1回程度、会員自らの企画・主催による体験講座を継続して実施する。 

    新規企画を開拓する。 

    実施にあたり、下記のとおり手数料を設定する。 

    手数料：参加費の10％・・・企画への助言・協議会SNSでの告知（告知用画像：縦長（4：5）幅1080px×高さ1350px）・参加

者取りまとめ・傷害保険の適用 

        参加費の5％・・・協議会SNSでの告知・傷害保険の適用 

    定番化した企画は、随時サークル化し、活動支援を行う。 

  ２）サークル活動の支援 

    泰山堂の料理サークル、秋田食伝承サークルの活動支援（広報・傷害保険手続き）を行う。 

 

（３）ＳＮＳを基本にした情報発信 

   ＳＮＳにタイムリーで要点を絞った投稿の多様と、会員による投稿を出来るだけリツイートすることを実践する。 

   ホームページは、基本情報を充実させることとする。 

１）レンタルサーバーの設置。 

    ホームページ「美の国秋田・桃源郷をゆく」の管理・運営 

  ２）ＳＮＳの運用 

    X（旧 Twitter）、Facebook、Instagram、LINEで情報発信を行う。 

    X（旧 Twitter）：＠akita_gt 

    Facebook：秋田花まるっＧ・Ｔ推進協議会 

    Instagram：akita_gt 

    LINE：＠010yaush 



  ３）メディア各社へ随時情報提供を行い、取材につながるよう働きかける。 

 

＜アグリビジネス起業支援に関する事業＞ 

（１）教育旅行への受入対応 

   安全講習の開催支援：各地域協議会単位で開催してもらうことを基本とし、未受講をなくすために、受講を呼びかける。協議会

は、秋田県と連携し、受講内容の確認をし、質の向上を目指す。 

   

（２）広域での教育旅行受入についての検討 

   教育旅行の受入を継続するため、広域での受入体制を整える必要があることから、関係する地域協議会と協議し、方法について

継続して検討する。 

 

＜会員間の相互交流に関する事業＞ 

（１）会員交流会の開催 

   会員同士の横の連携を強化し、情報交換の場を設ける。理事の当番制による企画とする。 

   回数：年１回（時期：６月中旬） 

 

＜助言・提言に関する事業＞ 

（１）関連事業への助言・提案 

各種会合への出席。 

 

＜その他、目的を達成するための事業＞ 

（１）会員倍増推進事業 

   賛助会員の入会を増やすため、各イベント等での入会促進を図るとともに、入会特典の充実を図る。 

 


